
【福祉・介護職員等の処遇改善について】
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※こちらの資料に音声はございません。
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福祉・介護職員等処遇改善加算について

「 福祉・介護職員等処遇改善加算」は、福祉・介護職員等の賃金改善を目的とした加算制度です。

次に記載する動画は、厚生労働省にて作成されたものであり、加算の一本化や一本化後の制度の
概要等について説明されています。
また、令和８年度の処遇改善計画書の記入方法等についての動画も掲載されております。

動画の一部は、介護事業所向けに作成されたものですが、処遇改善に関する３加算の一本化や、加算算定の要件など制度
の枠組みや申請書の様式は 、介護と 共通であることから 、福祉・介護職員等処遇改善加算の申請にあたっても参考にする
ことができますので、視聴をお勧めします。

※次ページ以降の資料は、厚生労働省から出されている資料を再編したものになります。
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厚生労働省による説明動画の紹介

○令和８年度計画書（別紙様式２）記入方法 解説動画
https://www.youtube.com/watch?v=kuecC5lKvS8

（以下の動画は、参考までにご紹介します。）

○制度概要説明動画（令和６年度版）
 令和６年度の一本化の解説や処遇改善加算の基本的な考え方等が説明されています。

https://www.youtube.com/watch?v=0IwFfEP_Ogk
【訂正】
動画 ６ :46 ～の表中で「処遇加算 Ⅰ（12.4%）」とあるのは「処遇加算 Ⅰ（13.7%）」、
「特定加算Ⅱ（ 5.5%）」とあるのは「特定加算Ⅱ（4.2%）」の誤りです。

https://www.youtube.com/watch?v=kuecC5lKvS8
https://www.youtube.com/watch?v=0IwFfEP_Ogk
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（令和８年度）
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処遇改善加算の拡充について（令和８年度より改定）

○福祉・介護職員のみならず、障害福祉従事者を対象に、幅広く賃上げを実現する措置が実施されるとともに、生産性向上や協働化に取り組む事業者の

 福祉・介護職員を対象に上乗せ措置が実施される。 

○具体的には、以下の措置を講じる。 【告示改正・令和８年６月施行 】

①処遇改善加算の対象について、福祉・介護職員のみから障害福祉従事者に拡大

②生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分の設定

③これまで対象外だった、計画相談支援、障害児相談支援及び地域相談支援に処遇改善加算を新設

④ベースアップなどによる更なる賃上げや生産性向上等の取組みを後押しするために必要な措置を講じる

概要
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処遇改善加算の拡充について（令和８年度より改定）

※ 福祉・介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に上記の加算率を乗じる。
  加算率は、サービス毎の常勤換算職員数に基づき設定されている。
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処遇改善加算の拡充について（令和８年度より改定）
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福祉・介護職員処遇改善加算等の届出

【障害福祉サービス等処遇改善計画書の届出】

■提出期限：処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日（ただし、令和X年４月又は５月から取得する
場合は令和X年４月15日）

（例）８月から処遇改善加算を取得するためには、６月30日までに計画書を提出

■注意事項
・処遇改善加算等を取得するには、毎年度計画書の提出が必要
・同一法人で運営する複数の障害福祉サービス事業所が当該加算を算定する場合、法人単位で計画書を
 提出可能
・計画書の内容を雇用する全ての職員に対して周知した上で、提出すること
・職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、賃金改善の内容について分かりやすく回
 答すること
・計画書届出に係る根拠資料については、求めがあった際速やかに提出できるよう作成・保管すること

■計画変更の届出が必要な変更内容
・会社法による吸収合併、新設合併等による計画書の作成単位が変更となるとき
・複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、新規指定・廃止等の事由によって
事業所数に増減があるとき
・キャリアパス要件等に関する適合状況に変更（該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合など）が生じるとき
・処遇改善加算に係る配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する区分に変更が生じるとき（Ⅱ→Ⅰなど）
・就業規則、給与規定等を改正したとき（職員の処遇に関する部分に限る）
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福祉・介護職員処遇改善加算等の届出

【障害福祉サービス等処遇改善実績報告書の届出】

■提出期限：各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日

（例）令和８年3月（令和７年度末）まで加算を取得した場合、事業所への加算等の最終支払は令和８年5月となるため、
実績報告書提出期限は令和９年７月31日

■注意事項
・計画書同様、毎年度実績報告書の提出が必要
・実績報告書は２年間保管
・実績報告書届出に係る根拠資料（給与明細、勤務記録等）については、求めがあった際速
やかに提出できるよう作成・保管すること

処遇改善加算等を取得することで、福祉・介護職員の方々の賃金を増やすことができます。
  処遇改善加算等の趣旨や届出等に関して不明な点がある場合は、お気軽に障害福祉課指導担当まで
お問合せください。
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福祉・介護職員処遇改善加算等取得の流れ

事業者又は事業所

指定権者
（県・市町）

国保連

④賃金改善

福祉・介護職員等

事業者又は事業所は、指定権者に計画書を提出した上で、
国保連に加算請求を行う。
加算を取得した事業者は、各要件を満たした上で、

福祉・介護職員等に対して、加算算定額相当の賃金改
善を実施する。



【お知らせ】

佐賀県福祉介護職員処遇改善加算等

取得促進事業

※R８年度も実施予定
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～処遇改善加算を新規取得、又はより高い区分の算定を目指

す方へ～
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佐賀県福祉・介護職員処遇改善加算等取得促進事業（個別相談）について①

相談員派遣（個別相談）
・ 対象の事業所へ相談員（社会保険労務士等）１名程度を派遣する。
・ 加算の取得に必要な支援を行う。

1 就業規則及び給与規程の整備の具体的手順や規程の内容に係る助言
2 キャリアパス要件を満たすための助言
3 職場環境等要件を満たすための助言
4 見える化要件を満たすための助言
5 賃金改善に関する助言
6 処遇改善計画書の作成支援

※上記の内容は今後変更することがあります。

【事業の概要】
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佐賀県福祉・介護職員処遇改善加算等取得促進事業（個別相談）について②

※上記の内容は今後変更することがあります。
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ぜひ、当事業の個別相談を活用して
みてください！
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